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１．こども若者いけんの会について 

こども若者いけんの会とは？ 

 こども大綱を作るために、こども家庭審議会という、若者やこどもに関しての専門家た

ちが参加する会議で、話し合いをしています。この「こども若者いけんの会」は、こども

家庭審議会の話し合いでまとめたことについて、こども・若者のみなさんがこども家庭審

議会の委員に直接意見を伝えられる会です。 

各回 50 人のみなさんに集まっていただき、みなさんの意見を聴きたいと思っていま

す。そして、みなさんから聴いた意見を取り入れて、こども大綱を作っていきます。 

 

２．日時等 

○日 時：令和５年 10 月 15 日（日） 

こども若者いけんの会は、全部で４回あり、それぞれ参加できる年代が異なります。 

・９時 30 分～10 時 30 分（小学生年代対象回） 

    ・11 時 15 分～12 時 15 分（中学生年代対象回） 

    ・13 時 30 分～14 時 30 分（高校生年代～20 代対象回①） 

    ・15 時 15 分～16 時 15 分（高校生年代～20 代対象回②） 

○方 法：オンライン会議（ZOOM） 

○人 数：各回 50 人まで 計 200 人 

○申込期間：令和５年９月 19 日（火）10 時～令和５年 10 月２日（月）17 時 

    ※各回、申込み人数が 50 人より多い場合は、抽選で決定します。参加できるかど

うかは、10 月 4 日（水）に連絡します。 

※高校生年代～20 代対象回は、２回にわけて行います。どちらの回でも参加でき

る場合は、第１希望・第２希望を決めて申し込んでください。 

 



３．事前説明会 

 参加してくれるみなさんにこども大綱についてよく知ってもらい、みなさんが当日意見

を言いやすくなるように、こども若者いけんの会の前にこども家庭庁の職員から説明をし

ます。 

○日 時：令和５年 10 月 10 日（火）～10 月 13 日（金）の４日間 

    18 時開始と 19 時開始で 30 分～40 分程度 

    ＜小学生年代・中学生年代向けの回の事前説明会＞ 

    ・10 日（火）18 時～／19 時～ 

・11 日（水）18 時～／19 時～ 

・12 日（木）18 時～／19 時～ 

・13 日（金）18 時～／19 時～ 

＜高校生年代～20 代向けの回の事前説明会＞ 

・10 日（火）18 時～／19 時～ 

・11 日（水）18 時～／19 時～ 

・12 日（木）18 時～／19 時～ 

・13 日（金）18 時～／19 時～ 

・申込みの時に、参加できる日時をすべて選んでください。参加決定の連絡の時に、事 

前説明の日時もお伝えします。 

・事前説明の日時で都合が悪くなってしまった場合は、ほかの日に変えることもできま

す。また、どの日時でも参加できない場合は、個別に説明します。 

・くわしくは「４．申し込む時の注意点」を確認してください。 

 

○人 数：１回につき 10 名程度。 

○留意事項 

：こども・若者以外の人が参加するのを防ぐために、事前説明会の時にはカメラオンで参加

してください。ほかの参加者がいる中でカメラオンにするのが嫌な方は、個別に確認させ

ていただきますので、申込フォームの「その他」の欄に記入してください。 

○事前説明会の内容（予定）： 

（１）簡単な自己紹介【10 分】 

（２）＜説明＞こども大綱について ＋ 質問【15 分】 

（３）＜説明＞当日の進め方・注意点について ＋ 質問【10 分】 

（４）全体で質問【５分】 

 

 
 
 
 



４．こども若者いけんの会当日（１５日）の進め方（予定） 
※事前説明会のときに、よりくわしく説明します。 

（１）本日の進め方とこども大綱について説明（５分程度） 

（２）発言への回答・入力された意見への回答（55 分程度） 

 

○発言・回答について 

・発言したい人は、ZOOM の「挙手（手をあげる）」機能を使って教えてください。 

・手を挙げている人の中から事務局が発言者を指名し、指名された人はマイクをオンにして

発言してください。カメラをオンにするかどうかは、自由です。 

・発言した場合でも、意見を入力することはできます。 

 

○入力された意見への回答 

・開会後、事務局から、ウェビナーのチャット上で意見を入力するためのリンクを送ります。

会議開始～会議終了までいつでも入力できます。 

・名前（又はニックネーム）、年齢、意見を入力してください。（すべて必須項目） 

・事務局で、入力された意見をランダムに選び、名前、年齢も含めてみなさんに画面で共有

します。その意見について、部会委員がお答えします。 

 

○保護者の方へのお願い 

・こども・若者自身の意見を大事にするため、可能な限りお子さん一人で御参加いただける

環境を準備いただけますとありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

５．申込みについて 

・申し込む時に、以下の URL を開き、⑴～⑽を登録してください。 

⑴名前（本名） 

⑵参加用のニックネーム※１ 

⑶生年月日 

⑷年齢 

⑸参加希望回※２ （高校生年代～２０代対象回のみ） 

⑹連絡先（メールアドレス）※３ 

⑺連絡先（電話番号）※３ 

⑻事前説明の日程※４ 

⑼興味のある分野※５ 

⑽写真撮影の可否※６ 

※１ 当日は、登録したニックネームで参加してください。 

※２ 高校生年代～20 代対象回のみ、２回にわけて開催しますので、第１希望、第２希望



を選択して回答してください。どちらかの時間しか参加できない場合は、第１希望の

み選択してください。基本的には、第１希望で抽選を行いますが、第 2 希望の日程

の申込人数が 50 人を下回っていた場合には、抽選のうえ、第２希望の日程での参加

をお願いする場合があります。 

※３ 連絡のつくメールアドレスと電話番号を登録してください。事前説明の日程通知や、

参加するための情報（当日の ZOOM のリンクや資料）などの連絡のため、必ず登録

してください。 

※４ 事前説明日程は、10 月 10 日（火）～10 月 13 日（金）の中から、参加できる日

程をすべて選択してください。どの日に事前説明をするかは、参加決定連絡の時にあ

わせてお伝えします。どの日時でも参加できない場合は「その他」を選択して、事前

説明を受けられる日時をいくつか記入してください。参加が決定したあと、個別に日

時を相談します。 

※５ みなさんの興味がある分野を知りたいので、申込フォーム上で選んでください。 

※６ いけんの会当日は、記録のためにこども家庭庁職員が写真を撮影することがありま

す。その写真は、こども家庭審議会基本政策部会の資料に使用し、資料をこども家庭

庁の HP で公開します。 

写真をとってもよいと回答した人が発言しているときに、写真を撮影します。部会の

資料にのせる写真は、会が終わった後に個別にメールでお送りし、写真を使ってもよ

いか確認してから使います。 

 

・登録してもらった内容は、「こども若者いけんの会」を行うためだけに利用し、それ以外

の目的では使いません。 

・申込人数が 50 人より多い場合は、抽選で決定し、10 月４日（水）までに参加できるか

どうかの連絡をします。 

・参加できない場合でも、意見を言えるほかの取組の紹介とあわせてご連絡します。 

 

６．全体の留意事項 

・いけんの会当日も事前説明の時も、ほかの参加者もいるため、画面の録画、録音、スクリ

ーンショットは禁止です。 

・当日集まった意見については、こども家庭審議会基本政策部会の資料とし、こども家庭庁

HP 上でも公開します。公開するときは、年齢と意見のみ公開し、誰が言った意見かはわ

からないようにします。 

・参加にかかる参加者自身の通信費等は、参加者で負担をお願いします。 

 


